
公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

１　基本情報（現年７月１日現在）

２　出資等の状況（直近の決算現在）

（単位：千円）

※「出資等」とは、地方自治法に基づく「出資又は出捐」をさします。

※「資本金等」とは、地方自治法に基づく「資本金、基本金その他これらに準ずるもの」をさします。

【内訳】（直近の決算現在）

※四捨五入の影響で、割合の合計が100％にならないことがあります。

※一定の同質性がある場合や割合上位５者以外は、まとめていることがあります。

※まとめた場合、順位は「―」としており、まとめた者の中で最も高い出資割合は備考をご覧ください。

商工労働部経済政策課

043-223-2769

令和7年5月28日

公益財団法人千葉県産業振興センター

理事長　冨沢　昇

千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１　ＷＢＧマリブイースト２３階

043-299-2901

https://www.ccjc-net.or.jp

昭和４７年４月１１日

団体名 （県）所管所属

代表者
職氏名

電話番号

964,000

左記割合の
順位

1位

2位

直近の決算
承認日

所在地

【設立趣意等の経緯】
　産学官交流・連携による既存産業の高度化、研究開発型中小企業
の育成、中小企業の設備近代化、情報化の推進等に取り組むととも
に、多様化・高度化する支援ニーズに対応するため、地域新産業プ
ラットフォーム事業及び中小企業支援センター事業を通じて千葉県
産業の中核的支援機関として総合的な支援体制を構築する。

【略歴】
S47.4　前身団体を設立
H12.4 （財）千葉県中小企業振興公社（存続団体）
　　　（財）千葉県工業技術振興センターを統合し、
　　　（財）千葉県産業振興センターを設立
H23.4　公益財団法人に移行

備考

電話番号

団体ＨＰの
ＵＲＬ

資本金等の
金額（千円）

521,000

441,400

　利用可能な国等の施策を最大限活用するととも
に、新事業の創出及び成長分野への進出、雇用の
定着及びミスマッチの解消、事業承継支援等、県
内経済の更なる活性化のため、県と一層連携を深
めながら、意欲のある中小企業が着実に成長を遂
げ、地域経済を牽引する企業として発展していけ
るよう、次のような中小企業の様々なニーズに応
じたきめ細やかな支援を実施していく。

1.新事業・新産業創出の支援
2.経営基盤の強化・創業支援
3.取引の拡大・適正化支援
4.中小企業総合支援事業
5.ちば中小企業元気づくり基金事業
6.ちば農商工連携事業支援基金事業
7.若年者の就業支援・中小企業の採用支援
8.東葛テクノプラザの管理運営

資本金等以外の
金額（千円）

（旧）千葉県工業技術振
興センター

該当なし

該当なし

当初設立
年月日

設立の経緯
団体の略歴

出資等の合計

経営方針（団体代表者が記入）

定款に定める
設立の目的

該当なし

この法人は、産業界、学術機関及び行政機関の緊密かつ適正な連携
のもとに、産業技術の振興、中小企業の経営革新等に関する諸事業
を総合的かつ効果的に推進し、商工業の高度化と新たな産業の創
出・発展を総合的に支援することにより、千葉県産業の振興に寄与
することを目的とする。

0964,000

左記全体に
占める割合

54.05%

45.79%

00.17%1,600 ―

資本金等の金額

出資等した者

千葉県

その他12社

資本金等以外の金額

出資等の対象の区分

0

0
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

３　団体の主な事業（直近の決算現在）

【事業内容・実績】
　新型コロナウイルス感染症等の影響により、地域で残すべき中小企業の高齢経営者が事業意欲を減退させ、廃業を考える状況が発
生する中、アドバイザーによる企業訪問を実施し、新しい生活様式に即した事業継続に向けた課題抽出と事業継承に対する意識向上
を図る。また、ポストコロナを見据え、中長期的な視点に立って、新分野への参入や業態転換、生産性向上等に取り組む中小企業や
経費削減、業務改善、事業再構築等の課題に取り組む中小企業に対して積極的な支援を行っている。

【公共性・公益性】
　県内企業が抱える事業承継に関する課題の解決が図られることにより、地域経済の競争力が高まる。
　中長期事業計画策定や生産体制強化を通じて、経営基盤の底上げを図ることで県経済の活性化が図られる。

事業ごとの収支は算出していない

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

うち県からの収入

0

【事業２】名称：取引振興事業及び新事業・新産業創出支援事業 【事業区分】 公益目的事業

【事業内容・実績】
　下請中小企業の取引拡大と受注量の確保を図るため、取引のあっせん等を行う下請取引振興事業や、新技術や新分野への進出に意
欲的な中小企業と、大学や公的研究機関の連携（産学官連携）を支援する新事業・新産業創出支援事業、中小企業のデジタル技術導
入を支援する中小企業デジタル技術活用支援事業等を行っている。

【公共性・公益性】
　産業振興センターの行う下請中小企業の支援や産学官連携の推進事業を補助することにより、県内中小企業と関係機関の連携が進
み、もって県内産業の振興が図られる。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】

事業ごとの収支は算出していない

【内部収入】【事業支出】

【事業区分】 公益目的事業
【事業１】名称：東葛テクノプラザ管理運営事業、技術振興事業、経営基盤強化支援事業及び
　　　　　　　　新事業・新産業創出支援事業

【事業内容・実績】
　県の総合産業支援施設である千葉県東葛テクノプラザの管理運営や、医療機器メーカーと中小企業のマッチングを支援する健康・
医療ものづくり推進事業、販路開拓に関する知見を有する専門人材などにより中小企業の販路開拓を支援する販路開拓総合支援事業
を実施する。

【公共性・公益性】
　県内企業に関する知見を有し、専門人材等による相談体制も整っている産業振興センターが各種の支援事業を行い、県内中小企業
の新商品開発や販路開拓などを支援することで、県内産業の振興が図られる。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

【外部収入】

無

304,539

うち県からの収入うち行政からの収入

0 千円千円

【事業収支】

補足説明 該当なし 有（委託料）

0 千円 56,357 千円事業ごとの収支は算出していない

【事業４】名称：経営基盤強化支援事業、中小企業総合支援事業、地域課題解決型起業支援事業
　　　　　　　　及び設備貸与・設備資金貸付・被災貸付事業

【事業区分】 公益目的事業

【県の財政支出の有無】

無 補足説明 該当なし 有（補助金等）

千円 315,702 千円

【事業３】名称：経営基盤強化支援事業 【事業区分】 公益目的事業

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入

無 補足説明 該当なし 有（委託料）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

【事業内容・実績】
　県内中小企業者が抱える様々な経営課題の解決を「ワンストップ」で支援するための、各種相談事業や専門家派遣等を行うチャレ
ンジ企業支援センター事業等を行う。
　また、県内中小企業等の創業、次世代に引き継ぐ事業承継等に要する費用の助成や、県内条件不利地域で地域課題の解決を目指す
起業者への助成を行う。

【公共性・公益性】
　県内中小企業の相談をワンストップで受け、必要に応じて専門家等を派遣する事業を支援し、企業のライフサイクルに応じた助成
を行うことにより、県経済の活性化が図られる。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

無 補足説明 該当なし 有（補助金等）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

事業ごとの収支は算出していない 0 千円 426,712 千円
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

３－２　団体の主な事業（直近の決算現在）

うち県からの収入

【事業５】名称：若年者就業支援センター事業及び経営基盤強化事業 【事業区分】 公益目的事業

【事業内容・実績】
　キャリア・カウンセラー等を配置して、概ね30歳代までの若年求職者に対し、模擬面接、応募書類のチェック等の就職活動の進め
方に関する個別相談や、どのような仕事に適性を持っているのかを分析する適職診断を実施するジョブカフェちば事業や、プロ
フェッショナル人材と県内中小企業のマッチング支援等を行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業などを実施する。

【公共性・公益性】
　若年求職者の就職活動の支援や、プロフェッショナル人材と県内企業のマッチング等を実施することにより、県内の雇用促進が図
られる。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

無 補足説明 該当なし 有（委託料）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

0 千円 176,883 千円事業ごとの収支は算出していない

【事業６】名称：若年者就業支援センター事業 【事業区分】 公益目的事業

【事業内容・実績】
　「ジョブカフェちば」に併設されているハローワーク船橋ヤングコーナー等関係機関との管理調整を実施する。

【公共性・公益性】
　ジョブカフェちばと関係機関の連携を進め、県内の雇用促進が図られる。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

無 補足説明 該当なし 有（補助金等）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入

0 千円 600 千円事業ごとの収支は算出していない

0 千円 24,838 千円

【事業７】名称：経営基盤強化支援事業 【事業区分】 公益目的事業

【事業内容・実績】
　メールマガジンの編集・配信を行い、融資、助成制度等の各種支援情報、公募情報、セミナー情報、統計情報等、中小企業の経営
に資する情報を提供する千葉県産業情報ヘッドライン提供事業を実施する。

【公共性・公益性】
　県内中小企業等にとって、時機をつかんだ有益な経済・産業情報を毎週発信することにより、県内における企業活動の活性化が図
られる。

事業ごとの収支は算出していない

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

無 補足説明 該当なし 有（補助金等）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

４　県の関与等の現状に関する見直し（現年７月１日現在　※ただし、（４）（６）は直近の決算現在）

【計画等名】

【指標名】

【指標と事業の関係性及び達成状況】

基準（○年度） 実績（○年度） 目標（○年度）

（５）資本金等に占める
県の出資若しくは出捐の
割合又は金額の妥当性

（７）団体に勤務する県
現職者の役職・業務内容
と派遣等の必要性

（３）県が自ら施策を実
施することその他の事業
手法と費用対効果を比較
して、出資又は出捐関係
を維持する意義

（１）当初の目的を踏ま
えつつ現在において必要
性を問い直してもなお、
出資又は出捐関係を維持
する意義

【県が出資等した当初の目的】
　県内において、小規模企業者等設備導入資金助成法及び中小企業支援法に基づく、資金貸付事業及び設
備貸与事業を実施するために設立された。
　なお、小規模企業者等設備導入資金助成法により、資金貸付事業及び設備貸与事業を実施できるのは県
の拠出が２分の１以上の法人と定められている。

【関係を維持する現在の意義】
　小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生
活の向上を図ることを目的として、平成26年に「小規模企業振興基本法」が制定された。
　また、本県では、平成29年に「千葉県中小企業の振興に関する条例」を改正し、「小規模企業者の事業
の持続的な発展が図られることを旨として小規模企業の振興を行うこと」を条例の基本理念に追加したほ
か、令和5年3月には、デジタル化の急速な進展やカーボンニュートラル、SDGｓの実現に向けた動きなどの
社会・経済環境の変化を踏まえ、「第5次ちば中小企業元気戦略」を策定し、資金調達、事業承継、人材の
確保等の支援に加え、起業・創業や事業再構築、産学官連携や成長産業への参入促進などの中小企業の成
長を後押しする支援等を拡充することとした。
　このように、中小企業支援の重要性が高まっているため、中小企業をワンストップで支援する産業振興
センターの役割もより一層大きくなっていることから、出資を維持する意義があるものと考えている。

【県が関与の理由としている事業のうち、他の担い手が存在している事業】

【他の担い手が存在している場合であっても関係を維持する意義】

　産業振興センターは、中小企業支援法第7条第1項の規定により設置される千葉県の中小企業支援セン
ターとして、県内全域の中小・小規模企業からの多様な相談に対応しており、企業の実態を十分把握して
いるほか、常駐する中小企業診断士が企業の現状やニーズを客観的に把握し、弁護士、税理士、デザイン
専門家など500名近い専門家集団の中から適切な専門家を選定し、その専門家と連携した支援が可能となる
体制が確立している。
　これらの理由から、県が直営で事業を実施することに比して、産業振興センターのノウハウや実績を活
用することで、企業の実態に即したより効果的な事業遂行が可能であることから、他の事業手法より費用
対効果が高いと考える。

【内容】（金額：①107,706千円（R6決算）、②24,838千円（R6決算）)
　産業振興センターの運営に必要な人件費及び管理的経費（新事業支援部・東葛テクノプラザ・ジョブカ
フェちばの一部）

（２）類似団体や民間団
体などの他の担い手が存
在している場合において
もなお、出資又は出捐関
係を維持する意義

名

【名称】チャレンジ企業支援センター事業

【内容】（金額：426,712千円（R6決算））
チャレンジ企業支援センターの運営に必要な人件費及び管理的経費（本部）

【必要性】
　当該団体は中小企業支援法に基づき、特定支援事業を行う者として千葉県が認定した団体であり、中小
企業支援施策の実施主体として大きな役割を担っていることから、必要な人件費や運営費を県が支援する
ことが必要である。

04県が負担【諸手当等を除く給料・報酬の負担者・人数】

【役職・業務内容】
　主幹兼課長補佐、主査として勤務。各課において地域資源の発掘、新商品の開発等に係る相談業務や、
センター部門間の連絡調整業務、若年者就労支援などを行っている。

【派遣等の必要性】
　産業振興センターにおいては、県が立案した各施策の実施にあたり、県との緊密な連携が不可欠である
ため、派遣職員を必要としている。

（６）運営費補助や赤字
補填等を目的とした財政
支出の名称、内容及び必
要性

名

（４）県が関与の理由と
している事業が関係する
県計画等の主な達成状況

県以外が負担

　小規模企業者等設備導入資金助成法及び中小企業支援法の規定により、資金貸付事業及び設備貸与事業
を実施できるのは県の拠出が２分の１以上の法人と定められている。
　また、県内企業を取り巻く環境は、カーボンニュートラルやSDGｓへの対応、物価高騰・人手不足など、
大きく変化しつつあり、中小企業をワンストップで支援する産業振興センターの役割はより一層大きく
なっていることから、現在の出資割合を維持することが妥当と考える。

【必要性】
　当該団体は中小企業支援法に基づき、特定支援事業を行う者として千葉県が認定した団体であり、中小
企業支援施策の実施主体として大きな役割を担っていることから、必要な人件費や運営費を県が支援する
必要がある。

【名称】下請取引振興事業費補助金

【内容】（金額：63,055千円（R6決算）
下請中小企業の取引拡大、受注量の確保を図るために必要な人件費等の補助

【必要性】
　当該団体は中小企業支援法に基づき、特定支援事業を行う者として千葉県が認定した団体であり、中小
企業支援施策の実施主体として大きな役割を担っていることから、必要な人件費や運営費を県が支援する
必要がある。

【名称】①産業振興センター運営事業　②ジョブカフェちば事業
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

５　関与方針に基づく取組状況等（直近の決算現在）

５－２　経営健全化方針に基づく取組状況等（直近の決算現在）

※公社等外郭団体関与指針第５の１（２）に規定する次の法人に該当する場合で、要件の詳細は同細則４をご覧ください。

　・債務超過法人

　・実質的に債務超過である法人

　・近年の経常損益の状況から赤字が累積し、近い将来、債務超過に陥る可能性が高い法人 

　・県が多大な財政的リスクを有する法人

（１）策定要件
の該当性※

（５）県として
の今後の対応の
方向性

（１）関与方針
区分　※

　引き続き、産業振興センターの機能強化を図るため、産業振興センターとして目指すべき方向性に加え、組織体制
や業務の効率化等について継続的に検討を行い、順次見直しを行っていく。

　主たる業務が県からの補助・委託事業であることなどから、自主財源の確保が難しい中、社会経済環境の変化に対
応し、中小企業から求められる役割に対応できる体制を整備していく必要がある。

※　関与方針とは、令和４年１２月２７日策定の「公社等外郭団体関与方針」であり、「関与方針区分」や「県としての具体的な取
組」は、そこから転記しています。

（２）県として
の具体的な取組
※

該当しない

　中小企業の持続的発展を戦略的に支援する必要があるため、将来を見据えた県との役割分担を改めて問い直し、業
務量と収支の均衡がとれた中長期的な人員体制を見極めつつ、職員派遣や事業委託による県の関与の拡大を検討す
る。

　県内企業を取り巻く環境が大きく変化しつつある中、産業振興センターが中小企業から求められる役割をしっかり
と果たすことができるよう、産業振興センターの今後の組織の在り方や課題の解決方法等について検討するため、県
と産業振興センターが協議する場を設け、議論しているところである。

関与拡大検討

（３）取組実績
とその成果

（４）課題
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

６　地方自治法に基づく監査の状況（既に公表されている監査結果等）

（１）財政的援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項）

※1「監査結果」の「指摘事項」「注意事項」は県報別冊「監査結果」（いわゆる監査報告書）の内容を記入しています。

※2「措置の内容」は県報別冊「監査の結果に係る措置の通知の公表」（いわゆる措置公表）の内容を記入しています。

（２）包括外部監査（地方自治法第２５２条の３７第４項等）

※該当がある場合は、直近１年度分を記入しています。

平成28年1月29日

監査テーマ
県が出資する公益財団法人の事務事業の執行等及び
出資、財政的援助等に伴う所管課の関与について

実施年度 措置の公表年月日

【指摘事項】
該当なし

該当の有無

監査結果
※以下のリンク先をご覧ください

措置の内容
※以下のリンク先をご覧ください

https://www.pref.chiba.lg.jp/kansa/chousei/gaibu/documents/
h26-zenbun.pdf

https://www.pref.chiba.lg.jp/kansa/chousei/gaibu/documents/h2
8-gaibu-soti.pdf

有

平成26年度

監査結果　※1

【注意事項】
該当なし

２つ前の実施年月日 令和4年10月25日 措置の公表年月日 令和5年6月20日 監査実施の有無

有直近の実施年月日 令和6年10月30日

監査結果　※1 措置の内容　※2

【指摘事項】
該当なし

【注意事項】
該当なし

措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日

措置の内容　※2

監査実施の有無

１つ前の実施年月日 令和6年1月19日 措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日 監査実施の有無 有

有

監査結果　※1 措置の内容　※2

【指摘事項】
該当なし

該当なし

【注意事項】
設備貸与事業及び被災中小企業施設・設備整
備支援事業における未収貸与料は、令和3年度
末において、18,713,239 円であり、前年度よ
り 9,945,498 円減少しているものの、依然と
して多額であることから、債権管理に万全を
期し早期回収に努めること。

　設備貸与事業及び被災中小企業施設・設備整備支援事業における未収貸与料等3件
18,713,239円については、未収企業及び連帯保証人に対し、その資産、所得状況等の
調査に基づき、分割返済の増額要請や継続返済の要請等を実施し、未収金の回収等に
積極的に取り組んだ。
この結果、令和5年2月末現在までに393,169円を回収し、未収貸与料等は3件
18,320,070円に減少した。
今後は引き続き未収貸与料等の回収・整理をより一層推進するとともに、令和15年度
まで償還が続く被災中小企業施設・設備整備支援事業については、新たな未収金の発
生を防ぐため、貸付先企業の経営内容等の把握に努め、回収を推進する。
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

７　組織運営等の状況（直近の決算現在）

（１）理事会等の状況

※「開催回数（書面）」では、延べ開催回数を実数計上し、書面開催の回数を（カッコ）で内数計上しています。

※「定例回数（書面）」では、定例的に開催している回数を実数計上し、書面開催の回数を（カッコ）で内数計上しています。

※「定例回数の平均出席率」では、書面開催を除く各回の理事等の出席率（出席者の数÷全構成員の数）を計算し、

　その和の平均（出席率の合計÷書面開催を除く定例回数）を計算して計上しています（百分率で小数点第１位を四捨五入）。

※「備置」とは、事務所に備え置いて閲覧の権利を有する者等が求めた際に、すぐに見られるようにすることです。

（２）監査の状況

※監査又は会計に識見を有する者の詳細は、公社等外郭団体関与指針細則７をご覧ください。

（３）採用している会計基準

（４）財務諸表等の作成・公表・備置の状況

※「公表」とは、団体のホームページや、その他法令で定める方法により公表することです。

※「備置」とは、事務所に備え置いて閲覧の権利を有する者等が求めた際に、すぐに見られるようにすることです。

財務諸表等の名称

定款

役員名簿

社団法人の構成員である
社員の名簿

事業報告書

貸借対照表

正味財産増減計算書等又は
損益計算書若しくはその要旨

キャッシュフロー計算書

附属明細書

財産目録

事業計画書

収支予算書

無 無

無 有

有 有 無 有 有

有

無 有 有 有

有 有

有 有

有 有

有 無 有

無 有 有

有

有

有 有

有 有

有 有

有 有 有 有 有 有

無

監査の状況
（行政による監査等は除き、
団体主体のものに限る）

公認会計士又は監査法人

監査又は会計に識見を有する者

無

有 有

有 無 有

定例回数
（書面）

2

開催状況

備置義務の
有無

備置の有無

理事会等の状況

理事会又は取締役会

議事録

定例回数の
平均出席率

作成義務の
有無

作成の有無

2 7（3） 73% 有

義務回数
開催回数
（書面）

役職員の報酬及び給与に関する規程

無 有 無 有 無

業務の委託方法に関する規程

資金運用に関する規程

個人情報保護に関する規程

有 有

無 有 無 有

無 無 無

内部的な
監査

外部的な
監査

有

有 有 無 有

有

有

無

情報公開に関する規程

有 有 無 無 有

有

無 有 有

新公益法人会計基準（平成20年改正）

有

無

無 有

有 有

備置義務
の有無

無

有

有

監事又は監査役
としての就任

―

有

備置の有無

有

その
他欄

作成義務
の有無

作成の有無
公表義務
の有無

公表の有無

実施の有無

義務の有無 就任の有無 実施している外部的な監査の内容

公益法人会計基準に準拠した会計監査

該当なし

補足事項

有 無 有 有 有

名称

有 無 有 有

有

無 無 無 無 無 無

有 有
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

８　役職員等の状況

（１）常勤の役職員数 （単位：人） （各年度７月１日現在）

常勤役員数 ①～⑤の和

プロパー ①

民間人材　※1 ②

県退職者 ③

県現職者 ④

その他 ⑤

常勤職員数　※2 ⑥～⑨の和

プロパー ⑥

県退職者 ⑦

県現職者 ⑧

その他 ⑨

※1 「民間人材」とは、プロパー、議員、自治体の首長、行政職員（退職者を含む）等ではない外部の人材です。

※2 「常勤職員」とは、正規・非正規を問わず、団体が常勤職員として雇用している方です。

（２）常勤役職員の平均年収等の状況

※この表は実人員数に基づいて記入しています。

　実人員数とは、ある年度中の毎月1日現在の役職員数を合計して12か月で割り、小数点第2位を四捨五入しています。

※該当者が１名しかいない場合、個人情報保護の観点から平均年齢・年収は「＊」となっています。

９　中長期的な計画や達成目標となる指標の策定状況（直近の決算現在）

人）

団体ＨＰ掲載

該当なし

該当なし

3

1 1 1

人（ 7 人） 40 人（

18 18 18

0 0 0

前年度決算（Ｒ５年）

21

人数（内数：県退職者及び県現職者） 36.7 7

千円

5

5 5 5 5

1 0 0 0 0

0

歳

3 3 3

項　目

人（ 6 人（

策定の有無

取組状況

  産業振興センターが培ってきたノウハウや経験を活かし、事業の枠組みにとらわれず、顧客の視点に立った有
機的連携を図り、川上から川下まで一貫した支援体制のもと行動指針に基づき産業振興センター及び職員が取り
組んだ具体的な事業は以下のとおりである。
（1）産学官の連携の促進を図り、共同研究のコーディネート、知的財産戦略の推進等を通じ、中小・ベン
チャー企業の新技術・新製品の開発、新分野での事業育成等を支援し、経済活動の活性化を図る事業。（2）中
小企業等の創業・経営基盤強化・経営革新を推進し、下請中小企業者への取引の照会・あっせん等を行い、中小
企業等の自立化を促進し、地域経済活動の活性化を目指す事業。（3）中小企業等が取り組む、創業、研究開
発、販路拡大、事業承継、農商工連携、外国出願等への助成を行い、県内産業の振興・発展を目指す事業。
（4）若年者の就業活動と中小企業等の採用活動を併せて支援するとともに、次代を担う産業人材の育成を目指
す事業。（5）千葉県産業の振興、中小企業等の経営基盤の強化のための広範な支援を行うために、制度事業・
補助事業の枠を超えて行う事業。（6）財団内部における情報共有と職員及び専門知識を有する支援人材の連携
強化。（7）起業カルテデータベースの整備・活用。（8）支援事業の質の向上と企業ニーズの把握。（9）顧客
の利便性向上のための広報活動の充実。

直近決算（Ｒ６年）

61 61

8,046 7,892

歳 歳

平均年収 千円 千円

常勤役員

常勤職員

6 人）5

歳

千円

策定年月日

概要

有

千葉県産業振興センター中期構想（第６次行動指針）

行動指針
1.「サービスの質の向上」～現場訪問と傾聴・対話～
現場訪問や傾聴・対話の充実を図り、必要なサービスを迅速かつ適切に提供するとともに、中小企業等からの意
見等を真摯に受け止め、提供するサービスの改善・向上に努める。
2.「支援スキルの強化」～「伴走者」としての能力向上
県や国の中小企業振興施策の実践部隊として現場で必要とされる専門知識や支援スキルを確保し、企業の「伴走
者」として課題設定・解決が図られるよう研鑽に努める。
3.「柔軟な連携体制」～枠組みを超えて～
中小企業等の様々なニーズに応じるため、部門の枠組みにとらわれることなく柔軟に連携して取り組む。
また、経営支援にも注力している金融機関をはじめ、地域プラットフォームや各ネットワーク等を活用し、各産
業支援機関との連携を更に強化する。

直近４年度前
（Ｒ３年）

直近３年度前
（Ｒ４年）

前々年度
（Ｒ５年）

前年度
（Ｒ６年）

令和５年４月　～　令和９年３月

2

19

名称

32

4

指標の達成状況

5 4 4 4 4

58 56 54 58 59

31 31

6 6

1 1

0 0 0 0 0

現年度
（Ｒ７年）

6 6 6

項　目

0

29 33

6,000

公表方法

対象期間 令和5年4月1日

特記事項

6,286

平均年齢

人）

例：4～6月（3か月間）の役員数が5名、7～12月（6か月間）が6名、1～3月（3か月間）が5名であった場合は、
（15人＋36人＋15人）/12か月=5.5人となります。

人数（内数：県退職者及び県現職者）

平均年齢

平均年収

46 44
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

１０　財務状況 （単位：千円又は％）

（１）貸借対照表

公益法人会計の場合 ※使用しない表は行ごと削除

（２）損益計算書

公益法人会計の場合（正味財産増減計算書等） ※使用しない表は行ごと削除

（３）主な経営指標

公益法人会計の場合 ※使用しない表は行ごと削除

※正味財産が「０」又は債務超過の場合、「自己資本比率」「有利子負債比率」は計算できません。

該当なし

1.09%

84.34%

472,441 488,109 3.32%

固定資産 12,681,495

事務室増床等による

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

―

0 ― 該当なし

―

事務室増床、システム更新等によ
り固定資産が増加したため

該当なし

該当なし

該当なし

事務室増床、システム更新等によ
り固定資産が増加したため

経常外収益

該当なし

　うち評価損益等 0 0 0 該当なし

直近の増減理由
（対前年比10％以上の増減等）

該当なし

2,063 0 0 ―

2,063 0

当期経常増減額

負
債

流動負債

488,109

評価損益等 0 0 0 ―

5.46%

160,495 166,039 168,599 1.54%

項 目
前々年度決算

（R4年）
前年度決算
（R5年）

　うち管理費

経常収益 1,367,270 1,412,714 1,489,786

直近増減率
（前年度比）

繰越損益相当額 464,927 472,441

経常費用

直近決算
（R6年）

3.32%

1,365,418 1,405,200 1,474,118 4.90%

　うち事業収益 77,685 58,508 57,037 ▲ 2.51%

直近の増減理由
（対前年比10％以上の増減等）

該当なし

該当なし

1,852 7,514 15,668 108.52%

該当なし

該当なし

前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

直近増減率
（前年度比）

0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

事務室増床、システム更新等によ
り固定資産が増加したため

964,000 964,000 964,000 0.00%

正
味
財
産

一般正味財産 464,927

正味財産合計 1,428,927 1,436,441 1,452,109

指定正味財産

0 0 ―

当期正味財産増減額 3,915 7,514 15,668 108.52%

当期一般正味財産増減額 3,915 7,514 15,668 108.52%

当期経常外増減額 0

当期指定正味財産増減額 0 0 0 ―

経常外費用

その他収入 0 0

　うち有利子負債 730,000 710,000 677,000 ▲ 4.65%

▲ 1.42%

負債合計 11,778,154 11,740,369 11,593,733 ▲ 1.25%

　うち長期借入金 11,225,312 11,213,079 11,054,339

資産合計 13,207,080 13,176,809 13,045,842 ▲ 0.99%

固定負債 11,526,936

▲ 4.83%

11,498,313 11,363,369 ▲ 1.17%

251,218 242,056 230,364

12,660,230 12,552,660 ▲ 0.85%
資
産

流動資産 525,585 516,579 493,182 ▲ 4.53%

　うち有形固定資産 24,462 14,320 26,397

項　目

964,000 0.00% 該当なし
参
考

964,000

項　目

流動比率（流動資産÷流動負債×100）

自己資本比率（正味財産÷（負債＋正味財産）×100）

有利子負債比率（有利子負債残高÷正味財産×100）

前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

209.21% 213.41% 214.09%

10.82% 10.90% 11.13%

51.09% 46.62%49.43%

基本財産 964,000

その他支出 0 0 0 ― 該当なし
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

１１　借入金等残高等の状況 （単位：千円又は％）

各年度の借入金等

各年度の償還金等

借入金等決算残高 ①＋②

経営難を理由としたもの ①＝③＋⑤＋⑦

それ以外のもの ②＝④＋⑥＋⑧

県 ③＋④

経営難を理由としたもの ③

それ以外のもの ④

県以外の行政 ⑤＋⑥

経営難を理由としたもの ⑤

それ以外のもの ⑥

民間その他 ⑦＋⑧

経営難を理由としたもの ⑦

それ以外のもの ⑧

県による損失補償等の額※ ⑨＋⑩

経営難を理由としたもの ⑨

それ以外のもの ⑩

※　損失補償等とは、損失補償、損失てん補又は債務保証です。

１２　総収入と県の財政支出等の状況

（１）総収入と県の財政支出等 （単位：千円又は％）

総収入 ①＝②～⑥の和

運用益収入 ②

会費収入 ③

寄附収入 ④

行政からの委託料等収入 ⑤

その他収入（②～⑤以外） ⑥

県の財政支出 ⑦＝⑧＋⑨＋⑩

対総収入割合 ⑦÷①

委託料 ⑧

対総収入割合 ⑧÷①

補助金・交付金・負担金 ⑨

対総収入割合 ⑨÷①

その他（⑧⑨以外） ⑩

対総収入割合 ⑩÷①

有価証券等損益 ⑪＋⑫

有価証券等評価損益（含み損益） ⑪

売却・償還・配当等損益（実損益） ⑫

（２）県からの財政的な支援（借入金及び損失補償等を除く） （単位：千円）

県
の
財
政
支
出
の
内
訳

510,827 524,981 537,779 2.44%

37.36% 37.16% 36.10% ▲ 1.06%

641,665

12,043,087 12,043,087 0.00%

資
金
運
用
等

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

前年度
（R5年）

直近決算
（R6年）

12,185,951

1,252,511 1,318,204 1,394,526 5.79%

直近決算
（R6年）

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

620,582 587,031 641,665 645,157 767,852

直近４年度前
（R2年）

直近３年度前
（R3年）

前々年度
（R4年）

0 0 ―

0.00% 0.00% 0.00% ―

645,157 767,852 19.02%

46.93% 45.67% 51.54% 5.87%

直近増減率
対前年度比

1,367,270 1,412,714 1,489,786 5.46%

0 0 0 ―

0 0 0 ―

借
入
・
償
還
先
の
内
訳

10,633,484 10,621,251 10,462,511 ▲ 1.49%

0 0 0 ―

730,000 710,000 677,000 ▲ 4.65%

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0

11,363,484 11,331,251 11,139,511 ▲ 1.69%

0 0 0 ―

10,633,484 10,621,251 10,462,511 ▲ 1.49%

0 0 0 ―

―

730,000 710,000 677,000 ▲ 4.65%

0 0 ―

130,000 110,000 77,000 ▲ 30.00%

245,328 142,232 268,740 88.94%

11,363,484 11,331,251 11,139,511 ▲ 1.69%

0

11.58%

84.29% 82.83% 87.64% 4.81%

前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

保有・運用中の有価証券等の取得額

項 目

項　目

運営費補助

赤字補填等

経営難を理由とした追加出資又は出捐

▲ 0.41%

1.33%

1.44%

32,706 32,826 32,691

1,460 1,500 1,520

80,593 60,184 61,049

0 0 0 ―

1,152,492 1,170,138 1,305,631

項 目
前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

直近増減率
対前年度比
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